
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、前記要求メッセージを受付けて

マスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マスタ装置とを接続して
を行う結合網とからなるサービスシステムであって、

　

　 要求メッセージ
に付加されて再試行であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位
を示す再試行識別情報とから当該要求メッセージを受付けて か否かを判定する

と、

を前記
マスタ装置に
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処理
する 前記要求メッ
セージの配送

前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求送信手段と、前記マス
タ装置からの否定応答メッセージを受けて前記要求メッセージの再発行を前記要求送信手
段に指示する応答受信手段とを前記スレーブ装置に含み、

前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信して、前記

処理する 要
求受信手段 前記要求受信手段が処理すると判定した場合に前記要求メッセージを処理
する処理手段と、処理しないと判定した場合に前記要求メッセージを発行したスレーブ装
置に前記再試行識別情報を付加した否定応答メッセージを発行する応答送信手段と

含み、
前記処理手段は、前記要求メッセージを処理することが可能な状態にあるかどうかを前

記要求受信手段に示す手段を含み、
前記要求受信手段は、前記マスタ装置での予約順位を示す予約番号及び前記マスタ装置

でのサービス順位を示すサービス番号を保持し、
前記要求受信手段は、前記スレーブ装置からの要求メッセージを受信した時に、前記処



　

　

　

　

　

ことを特
徴とするサービスシステム。
【請求項２】
　

　

　

　

　前記要求受信手段は、前記マスタ装置での予約順位を示す予約番号及び前記マスタ装置
でのサービス順位を示すサービス番号を保持し、
　前記予約番号及び前記サービス番号が同じビット数で構成され、前記要求メッセージ及
び前記応答メッセージに付加される前記再試行識別情報が前記予約番号及び前記サービス
番号よりも少ないビット数で構成
【請求項３】
　前記要求受信手段は、前記スレーブ装置からの要求メッセージを受信した時に 前記処
理手段がその要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも
前記予約番号と前記サービス番号との値が一致する場合に当該要求を前記処理手段に出力
し、
　前記処理手段がその要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで
、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に前記予約番号の上
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理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも
前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが一致する場合に当該要求メッセージを前記
処理手段に出力し、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで
、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に前記予約番号の値
を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッセージの発行
を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメントし、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に当該再試行
識別情報の値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッ
セージの発行を依頼し、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが一致する場合に当該要求メ
ッセージを前記処理手段に出力して前記サービス番号の値をインクリメントし、

前記処理手段がその要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオフで
ある場合に前記予約番号の値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力し
て否定応答メッセージの発行を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメントし
、

前記処理手段がその要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
ある場合に当該再試行フラグとともに付加された再試行識別情報の値を前記再試行識別情
報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッセージの発行を依頼する

要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、前記要求メッセージを受付けて処理
するマスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マスタ装置とを接続して前記要求メッ
セージの配送を行う結合網とからなるサービスシステムであって、

前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求送信手段と、前記マス
タ装置からの否定応答メッセージを受けて前記要求メッセージの再発行を前記要求送信手
段に指示する応答受信手段とを前記スレーブ装置に含み、

前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信して、前記要求メッセージ
に付加されて再試行であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位
を示す再試行識別情報とから当該要求メッセージを受付けて処理するか否かを判定する要
求受信手段と、前記要求受信手段が処理すると判定した場合に前記要求メッセージを処理
する処理手段と、処理しないと判定した場合に前記要求メッセージを発行したスレーブ装
置に前記再試行識別情報を付加した否定応答メッセージを発行する応答送信手段とを前記
マスタ装置に含み、

前記処理手段は、前記要求が処理可能な状態にあるかどうかを前記要求受信手段に示す
手段を含み、

されることを特徴とするサービスシステム。

、
メッセージ

メッセージ



位ビットの値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答
の発行を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメントし、

　前記処理手段がその要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の上位ビットと前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に当
該再試行識別情報の値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定
応答 の発行を依頼し、
　前記処理手段がその要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の上位ビットと前記再試行識別情報の値とが一致する場合に当
該要求を前記処理手段に出力して前記サービス番号の値をインクリメントし、
　前記処理手段が要求 を処理不可の状態でかつ前記再試行フラグがオフである
場合に前記予約番号の上位ビットの値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段
へ出力して前記否定応答の発行を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメント
し、
　前記処理手段がその要求 を処理不可の状態でかつ前記再試行フラグがオンで
ある場合に前記再試行フラグとともに付加された再試行識別情報の値を前記再試行識別情
報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答 の発行を依頼することを特
徴とする のサービスシステム。
【請求項４】
　

記載のサービスシステム。
【請求項５】
　

　前記要求送信手段は、前記複数のマスタ装置のうちのいずれに前記要求メッセージを出
力するか決定し、

ことを特徴とする 記載のサービスシステム。
【請求項６】
　要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、前記要求メッセージを受付けて

マスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マスタ装置とを接続して
を行う結合網とからなるシステムのサービス方法であって、

　

　
前記スレーブ装置から発行される要求メッセージに付加されて再試行

であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位を示す再試行識別情
報と

から当該要求メッセ
ージを受付けて か否かを判定する ステップと、
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メッ
セージ

メッセージ

メッセージ
メッセージ

メッセージ

メッセージ

メッセージ
請求項２記載

前記要求送信手段は、前記否定応答メッセージを受けた前記応答受信手段から前記要求
メッセージの再発行が指示された場合に、前記再試行フラグをオンにし、前記否定応答メ
ッセージに付加されていた再試行識別情報を付加した要求メッセージを送出することを特
徴とする請求項１または請求項２に

前記サービスシステムが複数のマスタ装置を有し、前記結合網は、前記複数のスレーブ
装置と前記複数のマスタ装置とを接続し、

前記否定応答メッセージを受けた前記応答受信手段から前記要求メッセ
ージの再発行が指示された場合に、前回と同じマスタ装置に対して前記要求メッセージを
送出する 請求項１または請求項２に

処理
する 前記要求メッ
セージの配送

前記スレーブ装置が、前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求
送信ステップと、前記マスタ装置からの否定応答メッセージを受けて当該要求メッセージ
を再発行する要求再発行ステップとを実行し、

前記マスタ装置が、前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信する要
求受信ステップと、

、前記マスタ装置が有する予約順位を示す予約番号及びサービス順位を示すサービス
番号と、前記マスタ装置が当該要求メッセージを処理可能かどうかと

処理する 処理判定 前記処理判定ステップで
処理すると判定した場合に、当該要求メッセージを処理する処理ステップと、前記処理判
定ステップで処理しないと判定した場合に、前記処理判定ステップが指定する再試行識別
情報を付加した否定応答メッセージを発行する否定応答ステップとを実行し、

前記マスタ装置は、前記処理判定ステップで、
当該マスタ装置が当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフ

で、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが一致する場合に処理すると判定
し、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも前記予



　

　

　

　

ことを特徴とするサービス方法。
【請求項７】
　

　

　

　前記予約番号及び前記サービス番号が同じビット数で構成され、前記要求メッセージ及
び前記否定応答メッセージに付加される前記再試行識別情報が前記予約番号及び前記サー
ビス番号よりも少ないビット数で構成
【請求項８】
　
　 要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフ
で、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが一致する場合に処理すると判定
し、
　 要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも前記予
約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に 前記予約番
号の上位ビットの値を
前記予約番号の値をインクリメントし、
　 要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の上位ビットの値と前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に

当該再試行識別情報の値を

　 要求 を処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の上位ビットの値と前記再試行識別情報の値とが一致する場合に

前記サービス番号の値をインクリメントし、
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約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に処理しないと判定し、前記予約番
号の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の値と指定し、前記予約番号
の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に処理しないと判定し、当該
再試行識別情報の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の値と指定し、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが一致する場合に処理すると判定し、前記サ
ービス番号の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオフである場合に処理
しないと判定し、前記予約番号の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報
の値と指定し、前記予約番号の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオンである場合に処理
しないと判定し、当該再試行識別情報の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識
別情報の値と指定する

要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、前記要求メッセージを受付けて処理
するマスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マスタ装置とを接続して前記要求メッ
セージの配送を行う結合網とからなるシステムのサービス方法であって、

前記スレーブ装置が、前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求
送信ステップと、前記マスタ装置からの否定応答メッセージを受けて当該要求メッセージ
を再発行する要求再発行ステップとを実行し、

前記マスタ装置が、前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信する要
求受信ステップと、前記スレーブ装置から発行される要求メッセージに付加されて再試行
であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位を示す再試行識別情
報と、前記マスタ装置が有する予約順位を示す予約番号及びサービス順位を示すサービス
番号と、前記マスタ装置が当該要求メッセージを処理可能かどうかとから当該要求メッセ
ージを受付けて処理するか否かを判定する処理判定ステップと、前記処理判定ステップで
処理すると判定した場合に、当該要求メッセージを処理する処理ステップと、前記処理判
定ステップで処理しないと判定した場合に、前記処理判定ステップが指定する再試行識別
情報を付加した否定応答メッセージを発行する否定応答ステップとを実行し、

されることを特徴とするサービス方法。

前記マスタ装置は、前記処理判定ステップで、
当該マスタ装置が当該

当該 メッセージ
処理しないと判定し、

前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の値と指定し、

当該 メッセージ
処理しないと

判定し、 前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の
値と指定し、

当該 メッセージ
処理すると判

定し、



　 要求 を処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオフである場合に
前記予約番号の上位ビットの値を

前記予約番号の値をインクリメントし、
　 要求 を処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオンである場合に

再試行識別情報の値を
ことを特徴とする 記載のサービス方法。

【請求項９】
　

記載のサービス方法。
【請求項１０】
　

　 前記複数のマスタ装置のうちのいずれに前記
要求メッセージを出力するか 決定し、
　 前回と同じマスタ装置に対して前記要求メ
ッセージを送出することを特徴とする のサービス方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はサービスシステム及びそれに用いるサービス方法に関し、特に複数の装置が接続
網で接続されたシステムにおいて、サービスを提供する装置に対して他の複数の装置がサ
ービスを要求した場合にスタベーションを引き起こすことなくそれらの要求をサービスし
ていく方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、複数のプロセッサが接続されたマルチプロセッサシステムにおいては、一貫性制御
のサービスを行う装置に対して、複数のプロセッサが一貫性制御要求の処理を依頼した場
合に、スタベーションを引き起こすことなくそれらの要求をサービスする技術が、特開平
１１－２１９３４３号公報に開示されている。
【０００３】
以降、サービスを提供する装置をマスタ装置とし、サービスを要求する装置をスレーブ装
置として説明する。また、スレーブ装置が出し得る発行中の要求の数を発行要求数とする
。
【０００４】
上述したマルチプロセッサシステムでは、マスタ装置が全スレーブ装置から送信される要
求をすべて受取って保持することができるＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｏ
ｕｔ）構成のバッファを有している。マスタ装置は要求の処理を行っている最中に受取っ
た要求を保持するバッファに退避する。また、そのバッファに１個以上の要求が退避され
ている状態で受取った要求も同じくバッファに退避する。
【０００５】
マスタ装置はバッファに要求が退避されていない場合、結合網を介して送られてくる要求
を処理し、バッファに要求が退避されている場合、バッファに退避されている要求を順に
処理する。
【０００６】
以上のように、マスタ装置は要求を全てバッファにて受取れるように構成され、マスタ装
置が受取った要求を順に処理することによって、スタベーションを回避している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のマルチプロセッサシステムでは、多数のスレーブ装置が存
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当該 メッセージ 処理
しないと判定し、 前記否定応答メッセージに付加する再
試行識別情報の値と指定し、

当該 メッセージ 処理
しないと判定し、当該 前記否定応答メッセージに付加する再試行識
別情報の値と指定する 請求項７に

前記要求再発行ステップは、前記再試行フラグをオンにし、当該否定応答メッセージに
付加されていた再試行識別情報を付加した前記要求メッセージを送出することを特徴とす
る請求項６または請求項７に

前記マスタ装置は複数のマスタ装置からなり、前記結合網は前記複数のスレーブ装置と
前記複数のマスタ装置とを接続し、

前記スレーブ装置は要求送信ステップで、
を

前記スレーブ装置は要求再発行ステップで、
請求項６または請求項７に記載



在する場合、マスタ装置が持たなければならないバッファのサイズが大きくなってしまう
という問題がある。
【０００８】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、要求を保持するための大きなバッファを
持つことなくかつスタベーションを引き起こすことなく、要求を処理することができるサ
ービスシステム及びそれに用いるサービス方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるサービスシステムは、要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、
前記要求メッセージを受付けて マスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マ
スタ装置とを接続して を行う結合網とからなるサービスシステ
ムであって、
　

　 要求メッセージ
に付加されて再試行であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位
を示す再試行識別情報とから当該要求メッセージを受付けて か否かを判定する

と、

を前記
マスタ装置に
　

　

　

　

　

　

　

　

ている。
【００１０】
　本発明によるサービス方法は、要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、前記
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処理する
前記要求メッセージの配送

前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求送信手段と、前記マス
タ装置からの否定応答メッセージを受けて前記要求メッセージの再発行を前記要求送信手
段に指示する応答受信手段とを前記スレーブ装置に具備し、

前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信して、前記

処理する 要
求受信手段 前記要求受信手段が処理すると判定した場合に前記要求メッセージを処理
する処理手段と、処理しないと判定した場合に前記要求メッセージを発行したスレーブ装
置に前記再試行識別情報を付加した否定応答メッセージを発行する応答送信手段と

具備し、
前記処理手段は、前記要求メッセージを処理することが可能な状態にあるかどうかを前

記要求受信手段に示す手段を含み、
前記要求受信手段は、前記マスタ装置での予約順位を示す予約番号及び前記マスタ装置

でのサービス順位を示すサービス番号を保持し、
前記要求受信手段は、前記スレーブ装置からの要求メッセージを受信した時に、前記処

理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも
前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが一致する場合に当該要求メッセージを前記
処理手段に出力し、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで
、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に前記予約番号の値
を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッセージの発行
を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメントし、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に当該再試行
識別情報の値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッ
セージの発行を依頼し、

前記処理手段がその要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
、しかも前記サービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが一致する場合に当該要求メ
ッセージを前記処理手段に出力して前記サービス番号の値をインクリメントし、

前記処理手段がその要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオフで
ある場合に前記予約番号の値を前記再試行識別情報の値として前記応答送信手段へ出力し
て否定応答メッセージの発行を依頼するとともに、前記予約番号の値をインクリメントし
、

前記処理手段がその要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオンで
ある場合に当該再試行フラグとともに付加された再試行識別情報の値を前記再試行識別情
報の値として前記応答送信手段へ出力して否定応答メッセージの発行を依頼し



要求メッセージを受付けて マスタ装置と、前記複数のスレーブ装置と前記マスタ
装置とを接続して を行う結合網とからなるシステムのサービス
方法であって、
　

　
前記スレーブ装置から発行される要求メッセージに付加されて再試行

であるかどうかを示す再試行フラグ及び前記マスタ装置での受付順位を示す再試行識別情
報と

から当該要求メッセ
ージを受付けて か否かを判定する ステップと、

　
　

　

　

　

　

　

ている。
【００１１】
すなわち、本発明のサービスシステムは、上記の目的を達成するために、要求メッセージ
を発行する複数のスレーブ装置と、要求メッセージを受付けて処理しかつ応答メッセージ
を返す１個以上の複数のマスタ装置と、それらを接続して要求メッセージと応答メッセー
ジとの配送を行う結合網とから構成され、スレーブ装置が発行する要求メッセージに再試
行であるかどうかを示す再試行フラグと再試行ＩＤとを含み、マスタ装置が発行する応答
メッセージに肯定応答か否定応答かを識別する応答コマンと再試行ＩＤとを含んでいる。
【００１２】
上記のサービスシステムにおいて、スレーブ装置はマスタ装置への要求メッセージを結合
網に出力する要求送信部と、マスタ装置からの応答メッセージを受けて応答コマンドが否
定応答であれば要求メッセージの再発行を要求送信部に指示する応答受信部とを有し、要
求送信部はどのマスタ装置へ要求メッセージを出力するかを決定する手段と、新規要求の
場合に再試行フラグをオフにした要求メッセージを送出しかつ否定応答を受けた応答受信
部に要求メッセージの再発行が指示された場合に再試行フラグをオンにして応答受信部が
受けた応答メッセージに付加されていた再試行ＩＤを再試行ＩＤとした要求メッセージを

10

20

30

40

50

(7) JP 3772690 B2 2006.5.10

処理する
前記要求メッセージの配送

前記スレーブ装置が、前記マスタ装置への要求メッセージを前記結合網に出力する要求
送信ステップと、前記マスタ装置からの否定応答メッセージを受けて当該要求メッセージ
を再発行する要求再発行ステップとを実行し、

前記マスタ装置が、前記結合網を介して送られてくる前記要求メッセージを受信する要
求受信ステップと、

、前記マスタ装置が有する予約順位を示す予約番号及びサービス順位を示すサービス
番号と、前記マスタ装置が当該要求メッセージを処理可能かどうかと

処理する 処理判定 前記処理判定ステップで
処理すると判定した場合に、当該要求メッセージを処理する処理ステップと、前記処理判
定ステップで処理しないと判定した場合に、前記処理判定ステップが指定する再試行識別
情報を付加した否定応答メッセージを発行する否定応答ステップとを実行し、

前記マスタ装置は、前記処理判定ステップで、
当該マスタ装置が当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフ

で、しかも前記予約番号の値と前記サービス番号の値とが一致する場合に処理すると判定
し、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオフで、しかも前記予
約番号の値と前記サービス番号の値とが不一致の場合に処理しないと判定し、前記予約番
号の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の値と指定し、前記予約番号
の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが不一致の場合に処理しないと判定し、当該
再試行識別情報の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報の値と指定し、

当該要求メッセージを処理可能な状態でかつ前記再試行フラグがオンで、しかも前記サ
ービス番号の値と前記再試行識別情報の値とが一致する場合に処理すると判定し、前記サ
ービス番号の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオフである場合に処理
しないと判定し、前記予約番号の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識別情報
の値と指定し、前記予約番号の値をインクリメントし、

当該要求メッセージを処理不可な状態でかつ前記再試行フラグがオンである場合に処理
しないと判定し、当該再試行識別情報の値を前記否定応答メッセージに付加する再試行識
別情報の値と指定し



前回と同じマスタ装置に対して該要求メッセージを送出する手段とを有する。
【００１３】
また、上記のサービスシステムにおいて、マスタ装置は要求を処理する処理部と、結合網
を介して送られてくる要求メッセージを受信して処理部に該要求の処理を依頼する要求受
信部と、処理部からの応答の発行依頼あるいは要求受信部からの応答の発行依頼を受けて
要求メッセージを発行したスレーブ装置に応答メッセージを送信する応答送信部とを有し
ている。
【００１４】
処理部は要求を処理可能な状態にあるかどうかを要求受信部に示す手段を有し、要求受信
部は予約番号とサービス番号とを保持し、要求メッセージに付加される再試行ＩＤ及び応
答メッセージに付加される再試行ＩＤ、予約番号、及びサービス番号が同じビット数で構
成されている。
【００１５】
要求受信部はスレーブ装置からの要求メッセージを受信した場合に処理部が要求を処理可
能な状態にありかつ再試行フラグがオフであり、しかも予約番号とサービス番号との値が
一致する場合に該要求を処理部に出力する手段と、処理部が要求を処理可能な状態にあり
かつ再試行フラグがオフであり、しかも予約番号とサービス番号との値が一致しない場合
に予約番号の値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の発行を依頼して
予約番号の値をインクリメントする手段と、処理部が要求を処理可能な状態にありかつ再
試行フラグがオンであり、しかもサービス番号と再試行ＩＤとの値が一致しない場合に再
試行ＩＤの値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の発行を依頼する手
段と、処理部が要求を処理可能な状態にありかつ再試行フラグがオンであり、しかもサー
ビス番号と再試行ＩＤとの値が一致する場合に要求を処理部に出力してサービス番号の値
をインクリメントする手段と、処理部が要求を処理可能な状態になくかつ再試行フラグが
オフである場合に予約番号の値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の
発行を依頼して予約番号の値をインクリメントする手段と、処理部が要求を処理可能な状
態になくかつ再試行フラグがオンである場合に再試行ＩＤの値を再試行ＩＤの値として応
答送信部へ出力して否定応答の発行を依頼する手段とを有している。
【００１６】
応答送信部は要求受信部から再試行ＩＤの値及び否定応答の発行依頼を受けて、要求メッ
セージを発行したスレーブ装置に再試行ＩＤを設定し、応答コマンドを否定応答とした応
答メッセージを送信する手段を有している。
【００１７】
上記のサービスシステムにおいて、マスタ装置は要求を処理する処理部と、結合網を介し
て送られてくる要求メッセージを受信して処理部に該要求の処理を依頼する要求受信部と
、処理部からの応答の発行依頼あるいは要求受信部からの応答の発行依頼を受けて要求メ
ッセージを発行したスレーブ装置に応答メッセージを送信する応答送信部とを有している
。
【００１８】
処理部は要求を処理可能な状態にあるかどうかを要求受信部に示す手段を有し、要求受信
部は予約番号とサービス番号とを保持し、予約番号及びサービス番号が同じビット数で構
成され、要求メッセージに付加される再試行ＩＤ及び応答メッセージに付加される再試行
ＩＤが予約番号及びサービス番号よりも少ないビット数で構成されている。
【００１９】
要求受信部はスレーブ装置からの要求メッセージを受信した場合に処理部が要求を処理可
能な状態にありかつ再試行フラグがオフであり、しかも予約番号とサービス番号との値が
一致する場合に該要求を処理部に出力する手段と、処理部が要求を処理可能な状態にあり
かつ再試行フラグがオフであり、しかも予約番号とサービス番号との値が一致しない場合
に予約番号の上位ビットの値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の発
行を依頼して予約番号の値をインクリメントする手段と、処理部が要求を処理可能な状態
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にありかつ再試行フラグがオンであり、しかもサービス番号の上位ビットと再試行ＩＤと
の値が一致しない場合に再試行ＩＤの値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否
定応答の発行を依頼する手段と、処理部が要求を処理可能な状態にありかつ再試行フラグ
がオンであり、しかもサービス番号の上位ビットと再試行ＩＤとの値が一致する場合に要
求を処理部に出力してサービス番号の値をインクリメントする手段と、処理部が要求を処
理可能な状態になくかつ再試行フラグがオフである場合に予約番号の上位ビットの値を再
試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の発行を依頼して予約番号の値をイン
クリメントする手段と、処理部が要求を処理可能な状態になくかつ再試行フラグがオンで
ある場合に再試行ＩＤの値を再試行ＩＤの値として応答送信部へ出力して否定応答の発行
を依頼する手段とを有し、応答送信部は要求受信部から再試行ＩＤの値及び否定応答の発
行依頼を受けて要求メッセージを発行したスレーブ装置に再試行ＩＤを設定して応答コマ
ンドを否定応答とした応答メッセージを送信する手段を有している。
【００２０】
上記のような構成とすることで、本発明のサービスシステムでは、マスタ装置において要
求に対して番号付けを行い、その番号の順にマスタ装置が要求を処理していくことによっ
て、マスタ装置が大きなバッファを持たなくても、システム内で要求がいつまでたっても
サービスされないスタベーションの状態を回避することが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例による
サービスシステムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例によ
るサービスシステムはｎ個のスレーブ装置１－１～１－ｎと、１個のマスタ装置３と、マ
スタ装置３とスレーブ装置１－１～１－ｎとを接続して要求及び応答を配信する結合網２
とから構成されている。
【００２２】
図２は本発明の一実施例によるスレーブ装置の機能構成を示すブロック図である。図２に
おいて、スレーブ装置１はマスタ装置３への要求メッセージを結合網２に出力する要求送
信部１１と、応答メッセージを受けて応答コマンドの値が否定応答であれば該要求の再発
行を要求送信部１１に指示しかつ肯定応答であれば新規要求の発行の許可を要求送信部１
１に与える応答受信部１２とを有している。尚、図１に示すｎ個のスレーブ装置１－１～
１－ｎ各々は上記のスレーブ装置１と同様の構成となっている。このスレーブ装置１が発
行する要求の最大数はｋ i  であるものとする。
【００２３】
図３は本発明の一実施例によるマスタ装置の機能構成を示すブロック図である。図３にお
いて、マスタ装置３は要求を処理する処理部３２と、結合網２を介して送られてくる要求
メッセージを受信して処理部３２に要求の処理を依頼する、あるいは要求メッセージを発
行したスレーブ装置１－１～１－ｎに該要求を再発行するように指示するために否定応答
の発行を指示する要求受信部３１と、処理部３２からの肯定応答の発行依頼あるいは要求
受信部３１からの否定応答の発行依頼を受けてスレーブ装置１－１～１－ｎに応答メッセ
ージを送信する応答送信部３３とを有している。
【００２４】
マスタ装置３の要求受信部３１は処理部３２から要求を受け取れるかどうかを示すビジー
信号を受ける。ビジー信号の値が「０」の時には新たに要求を受け取れることを示し、「
１」の時には要求を処理中であり、別の要求を処理できる状態でないことを示す。
【００２５】
マスタ装置３の要求受信部３１は予約番号及びサービス番号を保持している。両方とも、
ｍ以上の［ｍ＝Σｋ i  （ｉ＝０～ｎ－１）］数をカウントできるリングカウンタで構成さ
れている。ここでは、ｊビット（ｍ≦２ j  ）のリングカウンタで構成され、初期値は「０
」とする。
【００２６】
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結合網２はスレーブ装置１－１～１－ｎからマスタ装置３への要求メッセージ及びマスタ
装置３からスレーブ装置１－１～１－ｎへの応答メッセージを配信する。
【００２７】
図４（ａ）は図１の結合網２で配信される要求メッセージのフォーマットを示す図であり
、図４（ｂ）は図１の結合網２で配信される応答メッセージのフォーマットを示す図であ
る。
【００２８】
図４（ａ）において、要求メッセージ５０には要求に関する情報５３に加えて、再試行で
あるかどうかを示す再試行フラグ５１と、再試行ＩＤ５２とが付加されている。
【００２９】
図４（ｂ）において、応答メッセージ６０には応答に関する情報６３に加えて、肯定応答
か否定応答かを識別する応答コマンド６１と、再試行ＩＤ６２とが付加されている。
【００３０】
図５は図３の要求受信部３１の動作を示す図であり、図６及び図７は図３の要求受信部３
１の動作を示すフローチャートであり、図８は図２の要求送信部１１の要求発行処理を示
すフローチャートであり、図９は図２の応答受信部１２の応答受信処理を示すフローチャ
ートである。これら図１～図９を参照して本発明の一実施例によるサービスシステムの動
作について説明する。
【００３１】
スレーブ装置１－１が新規の要求を発行する場合（図８ステップＳ２１）、要求送信部１
１は再試行フラグ５２を「０」にセットし、要求メッセージ５０を生成して結合網２に出
力する（図８ステップＳ２２）。この要求メッセージ５０を要求「Ｒａ」とする。
【００３２】
マスタ装置３の要求受信部３１が要求「Ｒａ」を受けた時に（図６ステップＳ１）、ビジ
ー信号の値が「０」、サービス番号の値が「０」、予約番号の値が「０」の初期状態であ
るものとする。
【００３３】
ビジー信号は「０」、再試行フラグは「０」、サービス番号と予約番号とは同じ値を示し
ているので（図６ステップＳ２，図７ステップＳ６，Ｓ７）、要求「Ｒａ」は処理部３２
に渡される（図７ステップＳ８）。処理部３２は要求「Ｒａ」を受けると、この要求「Ｒ
ａ」を処理し、その処理を行っている間、ビジー信号を「１」とする。
【００３４】
処理部３２は処理が終わると、応答送信部３３に肯定応答の送信を依頼する。処理部３２
は依頼が応答送信部３３で受取られると、ビジー信号を「０」とし、次の要求を受取れる
状態となる。
【００３５】
応答送信部３３は肯定応答の送信依頼を受けると、要求「Ｒａ」を発したスレーブ装置１
－１にマスタ装置３で要求「Ｒａ」が処理されたことを通知するために、応答コマンド６
１が肯定応答を示す「０」である応答メッセージ６０を生成して結合網２に出力する。こ
の応答メッセージ６０は結合網２からスレーブ装置１－１に配信される。
【００３６】
この応答メッセージ６０を受けたスレーブ装置１－１の応答受信部１２は応答コマンド６
１が「０」であり、肯定応答であることを示していることから（図９ステップＳ３１）、
要求送信部１１に対して次の要求発行の許可を与える（図９ステップＳ３２）。
【００３７】
マスタ装置３の処理部３２が要求「Ｒａ」を処理している最中、すなわちビジー信号が「
１」の時に、スレーブ装置１－２が発行した要求メッセージ５０を要求「Ｒｂ」（再試行
フラグは「０」に設定）とし、この要求「Ｒｂ」を要求受信部３１が受けた時に（図６ス
テップＳ１）、ビジー信号が「１」、再試行フラグが「０」であるので（図６ステップＳ
２，Ｓ３）、応答送信部３３に要求「Ｒｂ」の否定応答［再試行ＩＤ（６２）は予約番号
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の値「０」］の送信を依頼し、予約番号の値を「０」から「１」にインクリメントする（
図６ステップＳ５）。
【００３８】
応答送信部３３は否定応答の送信依頼を受けると、再試行ＩＤ６２を「０」とし、応答コ
マンド６１を「１」とした応答メッセージ６０を、要求「Ｒｂ」を発したスレーブ装置１
－２に発信する。この応答メッセージ６０は結合網２に出力され、結合網２からスレーブ
装置１－２に配信される。
【００３９】
スレーブ装置１－２の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると、応答コマンド６
１が「１」であり、否定応答であることを示しているので（図９ステップＳ３１）、要求
送信部１１に対して要求「Ｒｂ」を再度発行するように依頼する（図９ステップＳ３３）
。この依頼を受けた要求送信部１１は再試行フラグを「１」、再試行ＩＤ５２を応答メッ
セージ６０に付加されていた再試行ＩＤ６２の値「０」に設定し、再度、要求「Ｒｂ」を
マスタ装置３に対して発行する（図８ステップＳ２３，Ｓ２４）。
【００４０】
マスタ装置３において要求「Ｒａ」の処理が完了し、ビジー信号が「０」となり、要求受
信部３１が保持する予約番号が「１」、サービス番号が「０」の状態にある時に、スレー
ブ装置１－３が発行した要求メッセージ５０である要求「Ｒｃ」（再試行フラグは「０」
に設定）を要求受信部３１が受取ると（図６ステップＳ１）、ビジー信号が「０」、再試
行フラグが「０」、かつサービス番号と予約番号との値がそれぞれ「０」，「１」と異な
ることから（図６ステップＳ２，図７ステップＳ６，Ｓ１０）、応答送信部３３に要求「
Ｒｃ」の否定応答［再試行ＩＤ（６２）は予約番号の値「１」に採番］の送信を依頼し、
予約番号の値を「１」から「２」にインクリメントする（図７ステップＳ１２）。
【００４１】
応答送信部３３は否定応答の送信依頼を受けると、再試行ＩＤ６２を「１」とし、応答コ
マンド６１を「１」とした応答メッセージ６０を要求「Ｒｃ」を発したスレーブ装置１－
３に発信する。この応答メッセージ６０は結合網２に出力され、結合網２からスレーブ装
置１－３に配信される。
【００４２】
スレーブ装置１－３の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると（図９ステップＳ
３１）、要求送信部１１に対して要求「Ｒｃ」を再度発行するように依頼する（図９ステ
ップＳ３３）。要求送信部１１は要求「Ｒｃ」の再度発行依頼を受けると、再試行フラグ
を「１」、再試行ＩＤ５２を否定応答に付加されていた再試行ＩＤ６２の値「１」に設定
し、再度、要求「Ｒｃ」をマスタ装置３に対して発行する（図８ステップＳ２３，Ｓ２４
）。
【００４３】
マスタ装置３の要求受信部３１が再試行された要求「Ｒｃ」を受けた時に（図６ステップ
Ｓ１）、ビジー信号が「０」、再試行フラグが「１」、サービス番号と再試行ＩＤ５２と
がそれぞれ「０」と「１」とで異なるため（図６ステップＳ２，図７ステップＳ６，Ｓ７
）、応答送信部３３に要求「Ｒｃ」の否定応答の発行［再試行ＩＤ６２は要求メッセージ
に付加されていた「１」）を依頼する（図７ステップＳ９）。
【００４４】
応答送信部３３は否定応答の送信依頼を受けると、再試行ＩＤ６２を「１」とし、応答コ
マンド６１を「１」とした応答メッセージ６０を要求「Ｒｃ」を発したスレーブ装置１－
３に発信する。この応答メッセージ６０は結合網２に出力され、結合網２からスレーブ装
置１－３に配信される。
【００４５】
スレーブ装置１－３の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると（図９ステップＳ
３１）、要求送信部１１に対して要求「Ｒｃ」を再度発行するように依頼する（図９ステ
ップＳ３３）。要求送信部１１は要求「Ｒｃ」の再度発行依頼を受けると、再試行フラグ
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を「１」、再試行ＩＤ５２を否定応答に付加されていた再試行ＩＤ６２の値「１」に設定
し、再度、要求「Ｒｃ」をマスタ装置３に対して発行する（図８ステップＳ２３，Ｓ２４
）。
【００４６】
マスタ装置３の要求受信部３１が再試行された要求「Ｒｂ」を受けた時に（図６ステップ
Ｓ１）、ビジー信号が「０」、再試行フラグが「１」、サービス番号と再試行ＩＤ５２と
がそれぞれ「０」と「０」で一致するため（図６ステップＳ２，図７ステップＳ６，Ｓ７
）、処理部３２に要求「Ｒｂ」の処理を依頼する。また、サービス番号の値を「０」から
「１」にインクリメントする（図７ステップＳ８）。処理部３２は要求「Ｒｂ」を受ける
と、この要求「Ｒｂ」を処理し、処理を行っている間、ビジー信号を「１」とする。
【００４７】
処理部３２は処理が終わると、応答送信部３３に肯定応答の送信を依頼する。マスタ装置
３では応答送信部３３で依頼が受取られると、ビジー信号を「０」とし、次の要求を受取
れる状態となる。
【００４８】
応答送信部３３は肯定応答の送信依頼を受けると、要求「Ｒｂ」を発したスレーブ装置１
－２にマスタ装置３で要求「Ｒｂ」を処理したことを通知するために、応答コマンド６１
が肯定応答を示す「０」である応答メッセージ６０を生成して結合網２に出力する。この
応答メッセージ６０は結合網２からスレーブ装置１－２に配信される。
【００４９】
スレーブ装置１－２の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると（図９ステップＳ
３１）、応答コマンド６１が「０」であり、肯定応答であることを示していることから、
要求送信部１１に対して次の要求発行の許可を与える（図９ステップＳ３２）。
【００５０】
マスタ装置３の処理部３２が要求「Ｒｂ」を処理している最中、すなわちビジー信号が「
１」の時に、該マスタ装置３の要求受信部３１が再試行された要求「Ｒｃ」を受けた時（
図６ステップＳ１）、ビジー信号が「１」、再試行フラグが「１」であるので（図６ステ
ップＳ２，Ｓ３）、応答送信部３３に要求「Ｒｃ」の否定応答［再試行ＩＤ６２は要求メ
ッセージ５０に付加されていた再試行ＩＤ５２の値「１」］を依頼する（図６ステップＳ
４）。
【００５１】
応答送信部３３は否定応答の送信依頼を受けると、再試行ＩＤ６２を「１」とし、応答コ
マンド６１を「１」とした応答メッセージ６０を、要求「Ｒｃ」を発したスレーブ装置１
－３に発信する。この応答メッセージ６０は結合網２に出力され、結合網２からスレーブ
装置１－３に配信される。
【００５２】
スレーブ装置１－３の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると（図９ステップＳ
３１）、要求送信部１１に対して要求「Ｒｃ」を再度発行するように依頼する（図９ステ
ップＳ３３）。要求送信部１１は要求「Ｒｃ」の再度発行依頼を受けると、再試行フラグ
を「１」、再試行ＩＤ５２を否定応答に付加されていた再試行ＩＤ６２の値「１」に設定
し、再度、要求「Ｒｃ」をマスタ装置３に対して発行する（図８ステップＳ２３，Ｓ２４
）。
【００５３】
マスタ装置３において要求「Ｒｂ」の処理が完了し、ビジー信号が「０」となり、要求受
信部３１が保持する予約番号が「２」、サービス番号が「１」の状態にある時に、スレー
ブ装置１－３が発行した要求「Ｒｃ」（再試行フラグ５１が「１」、再試行ＩＤ５２が「
１」に設定）を要求受信部３１が受けると（図６ステップＳ１）、ビジー信号が「０」、
再試行フラグが「１」、サービス番号と再試行ＩＤ５２とがそれぞれ「１」と「１」とで
一致するので（図６ステップＳ２，図７ステップＳ６，Ｓ７）、処理部３２に要求「Ｒｃ
」の処理を依頼する。また、サービス番号の値を「１」から「２」にインクリメントする
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（図７ステップＳ８）。
【００５４】
処理部３２は要求「Ｒｃ」を受けると、この要求「Ｒｃ」を処理し、処理を行っている間
、ビジー信号を「１」とする。処理部３２は処理が終わると、応答送信部３３に肯定応答
の送信を依頼する。マスタ装置３では応答送信部３３で依頼が受取られると、ビジー信号
を「０」とし、次の要求を受取れる状態となる。
【００５５】
応答送信部３３は肯定応答の送信依頼を受けると、要求「Ｒｃ」を発したスレーブ装置１
－３にマスタ装置３０で要求「Ｒｃ」が処理されたことを通知するために、応答コマンド
６１を肯定応答を示す「０」とした応答メッセージ６０を生成して結合網２に出力する。
この応答メッセージ６０は結合網２からスレーブ装置１－３に配信される。
【００５６】
スレーブ装置１－３の応答受信部１２は応答メッセージ６０を受けると（図９ステップＳ
３１）、応答コマンド６１が「０」であり、肯定応答であることを示していることから、
要求送信部１１に対して次の要求発行の許可を与える（図９ステップＳ３２）。
【００５７】
このように、マスタ装置３において要求に対して番号付けを行い、その番号の順にマスタ
装置３が要求を処理していくことによって、マスタ装置３が大きなバッファを持たなくて
も、システム内で要求がいつまでたってもサービスされないスタベーションの状態を回避
することができる。
【００５８】
図１０は本発明の他の実施例によるサービスシステムの構成を示すブロック図である。図
１０において、本発明の他の実施例によるサービスシステムは複数のマスタ装置４－１～
４－Ｍを有する以外は図１に示す本発明の一実施例によるサービスシステムと同様の構成
となっており、同一構成要素には同一符号を付してある。
【００５９】
この場合、スレーブ装置１－１～１－ｎの構成は図２に示すスレーブ装置１と同様であり
、マスタ装置４－１～４－Ｍ各々の構成は図３に示すマスタ装置３と同様である。但し、
スレーブ装置１－１～１－ｎは要求を発行する時に、どのマスタ装置４－１～４－Ｍに処
理を依頼するのかを決定し、再試行する場合には同一のマスタ装置４－１～４－Ｍに再度
要求を送信する。
【００６０】
また、マスタ装置４－１～４－Ｍが受ける要求の最大数がｍ i  個に制限される場合、マス
タ装置４－１～４－Ｍの要求受信部３１が管理する予約番号及びサービス番号はｍ i  以上
をカウントできるカウンタで構成される。要求メッセージ５０に付加される再試行ＩＤ５
２及び応答メッセージ６０に付加される再試行ＩＤ６２は、システム中の全てのマスタ装
置４－１～４－Ｍが受ける最大要求数ｍ i  の最大値を表すことが可能なビット数で構成さ
れる。
【００６１】
尚、本発明の変形例としては、要求メッセージ５０及び応答メッセージ６０に付加する再
試行ＩＤ５２，６２を少ないビット数で表現して使用する場合が考えられる。
【００６２】
ここで、マスタ装置３，４－１～４－Ｍの要求受信部３１が受取る要求の最大数がｍであ
ったとすると、本発明の一実施例ではマスタ装置３の要求受信部３１が保持する予約番号
及びサービス番号を示すのにｊビット（ｍ≦２ j  ）のリングカウンタを用い、要求メッセ
ージ５０及び応答メッセージ６０に付加する再試行ＩＤ５２，６２にもこれを用いている
。
【００６３】
また、本発明の他の変形例としては、再試行ＩＤ５２，６２をｇビット（ｇ＜ｊ）で表す
こともできる。この場合、マスタ装置３，４－１～４－Ｍの要求受信部３１が保持する予
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約番号及びサービス番号はｌビット（ｍ＋２ ( l - g )  ≦２ l  を満たすｌ）のリングカウンタ
に保持される。この場合の動作は本発明の一実施例とほぼ同じであるが、図５に示す要求
受信部３１の動作に関して、サービス番号と再試行ＩＤ５２との比較方法が異なる。
【００６４】
この本発明の他の変形例では、サービス番号がｌビットであるのに対して、再試行ＩＤ５
２はｇビットである。そのため、比較にはサービス番号の上位ｇビットと再試行ＩＤ５２
のｇビットとを比較した結果を用いる。
【００６５】
その際、マスタ装置３，４－１～４－Ｍの応答送信部３３が再試行ＩＤ６２をメッセージ
に付加する場合の動作も異なる。再試行フラグ５１が「０」の要求メッセージ５０に対し
て否定応答を返却する場合、予約番号を基に再試行ＩＤ６２を付加することになる。本発
明の一実施例では予約番号の値を再試行ＩＤ６２の値としているが、この変形例では予約
番号の上位ｇビットの値を再試行ＩＤ６２とする。但し、再試行フラグ５１が「１」の要
求メッセージ５０に対して否定応答を返却する場合には、本発明の一実施例と同様に、メ
ッセージに付加されていた再試行ＩＤ５２がそのまま用いられる。
【００６６】
さらに、本発明は上述した実施例に限定されることなく、それらの実施例を組み合わせて
用いることも可能である。
【００６７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、要求メッセージを発行する複数のスレーブ装置と、
要求メッセージを受付けて処理しかつ応答メッセージを返すマスタ装置と、複数のスレー
ブ装置とマスタ装置とを接続して要求メッセージ及び応答メッセージの配送を行う結合網
とからなるサービスシステムにおいて、マスタ装置が、スレーブ装置から発行される要求
メッセージに付加されかつ再試行であるかどうかを示す再試行フラグ及びマスタ装置での
受付順位を示す再試行識別情報とから当該要求メッセージを受付けて処理にするか否かを
判定し、その判定結果に応じて肯定応答か否定応答かを識別するための応答コマンド及び
再試行識別情報とを応答メッセージに付加して発行することによって、要求を保持するた
めの大きなバッファを持つことなくかつスタベーションを引き起こすことなく、要求を処
理することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例によるスレーブ装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例によるマスタ装置の機能構成を示すブロック図である。
【図４】（ａ）は図１の結合網で配信される要求メッセージのフォーマットを示す図、（
ｂ）は図１の結合網で配信される応答メッセージのフォーマットを示す図である。
【図５】図３の要求受信部の動作を示す図である。
【図６】図３の要求受信部の動作を示すフローチャートである。
【図７】図３の要求受信部の動作を示すフローチャートである。
【図８】図２の要求送信部の要求発行処理を示すフローチャートである。
【図９】図２の応答受信部の応答受信処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施例によるサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１，１－１～１－ｎ　スレーブ装置
２　結合網
３，４－１～４－Ｍ　マスタ装置
１１　要求送信部
１２　応答受信部
３１　要求受信部
３２　処理部
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３３　応答送信部
５０　要求メッセージ
５１　再試行フラグ
５２，６２　再試行ＩＤ
６０　応答メッセージ
６１　応答コマンド

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(17) JP 3772690 B2 2006.5.10



フロントページの続き

(56)参考文献  米国特許第０６００６２６９（ＵＳ，Ａ）
              特開平１１－２１９３４３（ＪＰ，Ａ）
              細見岳生他，並列計算機Ｃｅｎｊｕ－４の分散共有メモリ機構，並列処理シンポジウム　ＪＳＰ
              Ｐ’９９，社団法人情報処理学会，１９９９年　６月　９日，第９９巻，第６号，第１５－２２
              頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F 9/46-9/54
              G06F 15/16-15/177

(18) JP 3772690 B2 2006.5.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

